
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者やその家族又は遺族の方々については、犯罪の被害を受けることによっ

て、身体や財産のみならず、精神的にも様々な困難が生じることも多く、適切な支援が

必要です。 

香川県では、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害

者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が再び平穏な生活を営む

ことができる社会を実現することを目的として、香川県犯罪被害者等支援条例を制定し

ました。 

条例では、 

〇 第１章において、犯罪被害者等支援に関する基本理念や、県・県民・事業

者・市町・民間支援団体の責務などを定め、 

〇 第２章において、犯罪被害者等支援の基本的施策を定めています。 

条例の内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県 危機管理総局 くらし安全安心課 

条例では、次の４つの基本理念を定めています。これらの理念に基づいて、犯罪被

害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むこ

とができる社会の実現を目指します。 

 

１ 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を

保障される権利を有する。 

 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の特性及び原因、犯罪被害者

等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、当該犯罪

被害者等支援により二次被害が生じることのないよう十分配慮して推進されなけ

ればならない。 

 

３ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要

な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。 

 

４ 犯罪被害者等支援は、国、県、市町、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援

に関係する者による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。 

条例の基本理念 


